
厚生労働省委託事業 
 

過重労働解消のためのセミナー 
を開催します 

 過重労働の解消を図るためには、各企業において自主的に、「長
時間労働の削減」「労働時間管理」「健康障害防止対策」といった
取組を進めることが重要です。 
 本セミナーでは、労働基準法を中心とした過重労働防止対策に必
要な知識やノウハウについて、実際に取り組める事例の紹介などを
盛り込み、詳しく解説します。 

【大阪会場の日時・場所】 

【内容・申込方法】 

別添リーフレットをご覧ください。 

【トピックス】 
平成28年9月29日 

大阪労働局 
労働基準部 監督課 

10/19(水) 14:00～16:30 エル・大阪(606) 

日時 会場 

11/30(水) 14:00～16:30 エル・大阪(606) 






